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日ごろより、区政にご理解・ご協力をいただき、まことにありがとうございます。 

６月７日にまちづくりニュース第一号を発行し、皆様のお宅にお届けしました。 

その後、皆様から「突然のことなのでよく分からない」「やらなくてもいいのではな 

いか」「詳しい話を聞かせて欲しい」等色々なご質問をいただきましたので、主なご 

質問についてＱ＆Ａ方式でお知らせいたします。 

また、今後地区ごとの意見交換会や個別懇談会を行ってまいります。詳細はあわ 

せてお配りした№３をご覧ください。 

Ｑ： スーパー堤防とまちづくりは、なぜ必要なのですか？ 

Ａ：三方を川と海に囲まれ、河口に位置する江戸川区は、水と緑に恵まれた土地です。しかし、６６ 

万人の区民の皆様が生活し、貴重な財産が集積されている本区は、地盤沈下の影響も加わり、満潮 

時には区面積の約７割が水面下となるゼロメートル地帯です。そして、区内全域が高潮による浸水 

被害の危険にさらされています。 

ひとたび堤防が決壊すれば、区のほぼ全域が水没してしまいます。また、江戸川沿川については、 

地震の時に液状化しやすい地域と予測されています。 

そのため予測をはるかに上回る洪水や高潮、地震が起こった場合、その被害を最小限に食い止め 

ることが出来るように、丈夫で壊れないスーパー堤防整備を計画的に進める必要があると考えてい 

ます。 

また、北小岩地区では、都市計画道路の整備による交通環境の改善、密集市街地や細路地の解消 

による防災性の向上、京成江戸川駅周辺の活性化などの課題があります。スーパー堤防事業と区画 

整理事業を主としたまちづくりによって、地域の課題を解決し、河川空間と一体となった安全・安 

心でより住みやすいまちづくりを、皆様とともに進めてまいりたいと思います。 

Ｑ： 北小岩で液状化が起こるのですか？ 

Ａ：東京都の土木技術研究所の液状化予測図によると、北小 

岩地区の多くは、 「液状化が発生しやすい地域」に該当して 

います。写真の阪神・淡路大震災の時に淀川堤防が壊れた 

のも、この液状化によるものです。 

通常の地盤は、砂などの粒がお互いにくっついて、その 

間に水がある状態で安定しています。しかし、これが地震 

によって揺さぶられると、砂の粒同士が離れてしまいます。 

このとき、砂は水中に浮いた状態となり、地盤はまるで 

液体のようになります。そのことにより、堤防の決壊、建 

築物の沈下や傾斜、倒壊などの被害を起こします。 

スーパー堤防は盛土工事と合わせて地盤改良工事を行い 

ますので、液状化を防ぎ、地震にも強い堤防となります。



ご意見・ご質問等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 

Ｑ： 建物の補償はどうなりますか？ 

Ａ：区画整理では、新たに整備する公共用地（道路・公園など）として、各宅地から土地を少し 

ずつ提供してもらうことになります。これを減歩（げんぶ）といいます。 

江戸川区がこれまで行ってきた区画整理の例でいうと、１００㎡以下の土地に対しては減歩 

を行っておらず、１００～１７０㎡については、減歩を緩和し、１７０㎡以上は通常の減歩を 

行っています。減歩なしの方、緩和された方については、清算金というかたちで最後にお金で 

清算し、減歩された方との公平性を保つことになります。 

実際に区画整理を進める際には、皆様のなかから選ばれた代表者が集まる審議会の同意を得 

ながら上記のような約束ごとを決めていくことになります。 

Ｑ： 持っている土地が減らされると聞いたのですが？ 

Ｑ： 区画整理をすると、元のところにもどれなくなるのですか？ 

Ａ：区画整理を行うと、元の場所に戻って 

こられないというご心配の声を聞きます 

が、そのようなことはありません。 

区画整理では、宅地を整形にしたり、 

道路を広げたりしますが、元の条件に出 

来るだけ近く戻すように計画します。 

なお、行き止まり道路は、まちの安全 

上、通り抜け道路として整備しますので、 

条件が変わる場合があります。 
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Ａ：建物の補償は、再築工法の場合、一般的に建てられてからの経過年数により算定しますので、 

個々の建物によって補償内容は異なります。これまでの例では、公庫住宅程度の場合、現在の建 

物と同様同規模の建物を新築する費用に対して、築年数１０年で９割強、２０年で８割強、３０ 

年で７割程度を補償しています。実際の補償額については、細かく調査して適正な評価をしてい 

きます。 

「私の家はいくら補償金が出るのか、地域の人に公表しても構わない」ということでご協力いた 

だける方がいらっしゃれば、モデルとして調査をし、補償概算額を皆さんに公表し参考にしてい 

ただいている例があります。 

Ｑ： 仮住まいをするって本当ですか？ 

この機会によそへ移りたいのですが、土地を買ってくれますか？ 

A：スーパー堤防とまちづくり事業では、スーパー堤防部分に土を盛り地盤改良をする期間や皆様 

の新しい土地を造成する期間、別のところで仮住まいをして頂き、整備後に建物を再建し戻って 

きていただくという流れになります。仮住まいにあたっての引越し費用、仮住まい中の家賃等の 

費用、その他移転に伴う通常の損失は、補償させていただきます。 

また、道路・公園などの公共用地とするため、一定の土地を買取ることを検討していますので、 

ご相談ください。


